
令 和 ６ 年
８月27日
（火曜日）

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

○
規
則

私
立
学
校
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
学
事
文
書
課
）

一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
告
示

道
路
の
区
域
の
変
更
（
道
路
整
備
課
）

二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

道
路
の
供
用
の
開
始
（
道
路
整
備
課
）

二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
道
の
改
築
に
関
す
る
工
事
の
完
了

（
道
路
整
備
課
）
…
…
…
二

○
公
告

契
約
の
締
結
（
物
品
管
理
課
）

三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
公
安
委
公
告

契
約
の
締
結

三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

規

則

私
立
学
校
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
六
年
八
月
二
十
七
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
五
十
四
号

私
立
学
校
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

私
立
学
校
法
施
行
細
則
（
平
成
十
三
年
山
口
県
規
則
第
百
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

二
条
第
一
項
中
「
第
三
十
条
第
一
項
（
法
第
六
十
四
条
第
五
項
」
を
「
第
二
十
三
条
第
一
項
（
法

第
百
五
十
二
条
第
六
項
」
に
、
「
第
六
十
四
条
第
四
項
」
を
「
第
百
五
十
二
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同

条
第
二
項
中
「
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
書
類
」
を
「
第
三
条
第
五
項
に
規
定
す
る
書
類
（
同
条
第

一
項
第
八
号
に
掲
げ
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
当
該
学
校
法
人
又
は
準
学
校
法
人
が
会
計
監
査
人
を
置
く

場
合
に
限
る
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
二
条
第
五
項
」
を
「
第
三
条
第
五
項
」
に
、
「
同

条
第
一
項
第
五
号
ハ
」
を
「
同
条
第
一
項
第
五
号
ロ
、
第
六
号
ロ
及
び
第
七
号
ロ
」
に
改
め
る
。

別
記
第
一
号
様
式
中
「第

30条
第
⚑
項

」
を
「第

23条
第
⚑
項

」
に
、
「第

64条
第
⚕
項

」
を
「第

152条
第
⚖
項

」
に
改
め
、
同
様
式
の
添
付
書
類
⚔
か
ら
⚖
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

⚔
設
立
代
表
者
、
役
員
及
び
評
議
員
の
履
歴
書

⚕
役
員
、
評
議
員
及
び
会
計
監
査
人
の
就
任
承
諾
書

⚖
役
員
及
び
評
議
員
の
誓
約
書

別
記
第
一
号
様
式
の
添
付
書
類
11
を
同
添
付
書
類
19
と
し
、
同
添
付
書
類
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

20
負
債
が
あ
る
場
合
又
は
借
入
れ
を
予
定
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
償
還
計
画
書

21
役
員
が
他
の
学
校
法
人
又
は
準
学
校
法
人
の
役
員
を
⚔
以
上
兼
ね
る
者
で
な
い
こ
と
を
証
す
る

書
類

22
理
事
長
が
他
の
学
校
法
人
又
は
準
学
校
法
人
の
理
事
長
を
⚒
以
上
兼
ね
る
者
で
な
い
こ
と
を
証

す
る
書
類

別
記
第
一
号
様
式
の
添
付
書
類
中
10
を
18
と
し
、
⚙
を
17
と
し
、
⚘
を
16
と
し
、
同
添
付
書
類
⚗
中

「財
産
目
録

」
を
「財

産
の
一
覧

」
に
改
め
、
同
添
付
書
類
⚗
を
同
添
付
書
類
15
と
し
、
同
添
付
書
類

⚖
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⚗
理
事
に
つ
い
て
は
監
事
又
は
評
議
員
を
、
監
事
に
つ
い
て
は
評
議
員
若
し
く
は
職
員
又
は
子
法

人
役
員
（
監
事
若
し
く
は
監
査
役
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
を
除
く
。
）
若
し
く
は
子
法
人
に
使

用
さ
れ
る
者
を
兼
ね
る
者
で
な
い
こ
と
を
証
す
る
書
類

⚘
理
事
に
つ
い
て
は
当
該
学
校
法
人
又
は
準
学
校
法
人
の
設
置
す
る
私
立
学
校
等
（
⚒
以
上
の
私

立
学
校
等
を
設
置
す
る
学
校
法
人
又
は
準
学
校
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
い
ず
れ
か
１
以
上
の
私

立
学
校
等
）
の
校
長
（
学
長
及
び
園
長
を
含
む
。
）
が
、
評
議
員
に
つ
い
て
は
当
該
学
校
法
人
又

は
準
学
校
法
人
の
職
員
及
び
当
該
学
校
法
人
又
は
準
学
校
法
人
の
設
置
す
る
私
立
学
校
等
を
卒
業

し
た
者
で
年
齢
25年

以
上
の
も
の
（
当
該
者
が
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を

証
す
る
書
類

⚙
理
事
に
つ
い
て
は
他
の
⚒
人
以
上
の
理
事
、
⚑
人
以
上
の
監
事
又
は
⚒
人
以
上
の
評
議
員
と
、

監
事
に
つ
い
て
は
他
の
監
事
又
は
⚒
人
以
上
の
評
議
員
と
、
評
議
員
に
つ
い
て
は
他
の
⚒
人
以
上

の
評
議
員
と
特
別
利
害
関
係
を
有
す
る
者
が
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
を
証
す
る
書
類

10
理
事
に
つ
い
て
は
他
の
理
事
の
い
ず
れ
か
と
特
別
利
害
関
係
を
有
す
る
理
事
の
数
が
、
理
事
の

総
数
の
⚓
分
の
⚑
を
超
え
て
い
な
い
こ
と
を
、
評
議
員
に
つ
い
て
は
役
員
又
は
他
の
評
議
員
の
い

ず
れ
か
と
特
別
利
害
関
係
を
有
す
る
者
並
び
に
子
法
人
役
員
及
び
子
法
人
に
使
用
さ
れ
る
者
で
あ

一
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る
評
議
員
の
数
の
合
計
が
評
議
員
の
総
数
の
⚖
分
の
⚑
を
超
え
て
い
な
い
こ
と
を
証
す
る
書
類

11
当
該
学
校
法
人
又
は
準
学
校
法
人
の
職
員
で
あ
る
評
議
員
の
数
が
評
議
員
の
総
数
の
⚓
分
の
⚑

を
超
え
て
い
な
い
こ
と
を
証
す
る
書
類

12
会
計
監
査
人
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
法
人
の
登
記
事
項
証
明
書

13
会
計
監
査
人
が
法
人
で
な
い
と
き
は
、
当
該
会
計
監
査
人
が
公
認
会
計
士
で
あ
る
こ
と
を
証
す

る
書
類

14
会
計
監
査
人
が
私
立
学
校
法
第
81条

第
⚓
項
各
号
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書

類別
記
第
二
号
様
式
中
「役

員
の

」
を
削
り
、

「備
考
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る
。

」
を

「

に
改
め

６
私
立
学
校
法
の
規
定
に
違
反
し
、
罰
金
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
そ

の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
２
年
を
経
過
し
な
い
者

７
学
校
法
人
又
は
準
学
校
法
人
が
私
立
学
校
法
第
135条

第
１
項
の
規
定
に
よ
る
所
轄
庁
の
解

散
命
令
に
よ
り
解
散
を
命
ぜ
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
解
散
の
日
前
30日

以
内
に
当
該
学

校
法
人
又
は
準
学
校
法
人
の
役
員
で
あ
っ
た
者
で
そ
の
解
散
の
日
か
ら
２
年
を
経
過
し
な
い
も

の
備
考
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る
。

」

る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

山
口
県
告
示
第
二
百
四
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
六
年
八
月
二
十
七
日
か
ら
一
月
間
山
口
県
土
木
建
築
部
道
路
整
備
課
に
お

い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
八
月
二
十
七
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

道
路
の
種
類

県
道

路

線

名

下
関
美
祢
線

道
路
の
区
域

区

間

旧
新
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

美
祢
市
大
嶺
町
西
分
字
渋
倉
一
一
八
の
一

地
先
か
ら

同
市
大
嶺
町
西
分

同
字
八
八
の
五
地
先

ま
で
及
び
美
祢
市
大
嶺
町
西
分
字
渋
倉
八
八
の
五
地

先
か
ら

同
市
大
嶺
町
西
分

同
字
八
九
の
二
地
先

ま
で

旧

最
狭

一
三
・
七

最
広

五
四
・
六

九
〇
・
九

最
狭

一
八
・
九

最
広

三
七
・
五

六
・
五

新

最
狭

一
三
・
八

最
広

五
八
・
六

九
〇
・
九
道
路
改
良
工
事
の

完
了
に
よ
る
。

最
狭

一
八
・
九

最
広

三
七
・
五

六
・
五
道
路
改
良
工
事
の

完
了
に
よ
る
。

美
祢
市
道
西
渋
倉

線
の
道
路
の
区
域

山
口
県
告
示
第
二
百
四
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
六
年
八
月
二
十
七
日
か
ら
一
月
間
山
口
県
土
木
建
築
部
道
路
整
備
課
に
お

い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
八
月
二
十
七
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

路
線
名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

県

道

下
関
美
祢
線

美
祢
市
大
嶺
町
西
分
字
渋
倉
一
一
七
の
四
地
先
か
ら

同
市
大
嶺
町
西
分
字
懸
一
〇
五
九
二
の
一
地
先
ま
で

令
和
六
年
八
月
二
十

七
日

山
口
県
告
示
第
二
百
四
十
四
号

過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
十
五
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
市
町
道
の
改
築
に
関
す
る
工
事
を
次
の
と
お
り
完
了
す
る
。

令
和
六
年
八
月
二
十
七
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

二
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市

名

路

線

名

工

事

完

了

区

間

工
事
の

種

類

工
事
の
完

了
年
月
日

美
祢
市

市

道

渋
倉
伊
佐
線

美
祢
市
大
嶺
町
西
分
字
渋
倉
八
八
の
二
地
先
か
ら

同
市
伊
佐
町
伊
佐
字
下
田
五
六
六
二
の
一
地
先
ま

で

道
路
改
良

令
和
六
年
八
月
二

十
七
日

公

告

（
一
五
五
）
契
約
の
締
結

次
の
と
お
り
随
意
契
約
の
方
法
に
よ
り
契
約
を
締
結
し
ま
し
た
。

令
和
六
年
八
月
二
十
七
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

事
務
を
担
当
す
る
課
の
名
称
及
び
所
在
地

会
計
管
理
局
物
品
管
理
課

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

二

契
約
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

除
雪
車

一
台

三

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

随
意
契
約

四

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

令
和
六
年
七
月
二
十
九
日

五

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

Ｕ
Ｄ
ト
ラ
ッ
ク
ス
株
式
会
社

埼
玉
県
上
尾
市
大
字
壱
丁
目
一
番
地

六

契
約
金
額

三
千
四
百
三
十
二
万
円

七

随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
と
し
た
理
由

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
二
第
一
項
第
八
号
に

該
当
す
る
た
め

八

契
約
担
当
者

山
口
県
知
事

村
岡

嗣
政

公
安
委
員
会

公

告契
約
の
締
結

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
の
方
法
に
よ
り
契
約
を
締
結
し
ま
し
た
。

令
和
六
年
八
月
二
十
七
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

事
務
を
担
当
す
る
課
の
名
称
及
び
所
在
地

山
口
県
警
察
本
部
警
務
部
会
計
課

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

二

落
札
に
係
る
特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量

警
察
用
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
の
整
備
及
び
耐
空
証
明
検
査
業
務

一
式

三

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

四

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
六
年
七
月
九
日

五

落
札
者
の
名
称
及
び
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

中
日
本
航
空
株
式
会
社

愛
知
県
西
春
日
井
郡
豊
山
町
大
字
豊
場
字
殿
釜
二
番
地

六

落
札
金
額

五
千
百
七
十
二
万
二
千
円

七

入
札
公
告
日

令
和
六
年
五
月
二
十
八
日

八

そ
の
他

㈠

契
約
担
当
者

山
口
県
知
事

村
岡

嗣
政

㈡

調
達
方
法

購
入
等

㈢

落
札
方
式

最
低
価
格

一

事
務
を
担
当
す
る
課
の
名
称
及
び
所
在
地

山
口
県
警
察
本
部
警
務
部
会
計
課

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

二
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二

落
札
に
係
る
特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量

警
察
用
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
の
エ
ン
ジ
ン
の
オ
ー
バ
ー
ホ
ー
ル
業
務

一
式

三

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

四

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
六
年
七
月
九
日

五

落
札
者
の
名
称
及
び
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

Ｍ
Ｈ
Ｉ
エ
ア
ロ
エ
ン
ジ
ン
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社

愛
知
県
小
牧
市
大
字
東
田
中
一
二
〇
〇
番
地

六

落
札
金
額

一
億
三
千
五
百
三
十
万
円

七

入
札
公
告
日

令
和
六
年
五
月
二
十
八
日

八

そ
の
他

㈠

契
約
担
当
者

山
口
県
知
事

村
岡

嗣
政

㈡

調
達
方
法

購
入
等

㈢

落
札
方
式

最
低
価
格

令
和
六
年
八
月
二
十
七
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

令
和
六
年
八
月
二
十
七
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事

四
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